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２ 北九州市の体制（第４条・第１０条・第１１条関係）  

（１）人材の確保及び拡充（第４条第３項、第１０条、第１１条） 

ア 子ども総合センター（児童相談所）の組織、構成    （令和６年４月２５日現在） 

総数 １８２名 〔うち正規職員１１５名（含兼務１５名）、会計年度職員６４名、嘱託医２名、嘱託弁護士１名〕 

    

　２名（会年）

　医師 　１名（嘱託）

保健相談
担当係長

（子ども家庭局
不登校対策担当
部長兼務）
（教育委員会
不登校対策担当
部長兼務）

（子ども家庭局
不登校対策担当
課長兼務）
（教育委員会
不登校対策担当
課長兼務）

　保育士 １３名（うち会年１０名）

保護係長 　児童心理司 　１名（会年）

　看護師 　２名（会年）

　学習指導員

教育・
非行
相談
担当
部長

教育・
非行
相談
担当
課長

判定
第二係長

　児童心理司 　７名（うち会年３名）

　児童指導員 １１名（うち会年６名）

　児童福祉司 　３名

判定
第一係長

　児童福祉司 　２名

　児童相談員 　３名（会年）

　医師 　１名（嘱託）

養護
相談
担当
課長

　児童福祉司 　３名
里親支援
担当係長

　一般事務員 　１名

　里親委託等推進員 　２名（会年）

　児童心理司 ２３名（うち会年１８名）

子ども・

家庭相

談コー

ナー担

当課長

子ども・家庭相談コーナー

担当係長(7名)　・

いのちをつなぐネットワーク

担当係長

　（児童虐待対策担当係長兼務　８名）

（児童虐待対策
担当課長等
兼務７名）

家庭復帰
支援係長

　児童福祉司 　６名

（子ども家庭局
青少年非行対策
担当課長兼務）
（教育委員会
青少年非行対策
担当課長兼務）

児童虐待
対策係長
・担当係長
（2名）

　児童福祉司 　９名

　児童虐待防止担当官 　１名（会年）

　児童虐待対応協力員 　１名（会年）

　児童福祉司等サポート職員 　１名（会年）

児童
虐待
対策
担当
課長

　２４時間子ども相談・虐待対応 １０名（会年）

非行相談
担当係長

　非行相談担当官 　１名（会年）

　少年補導指導員 　２名（会年）

　弁護士 　１名（嘱託）

　４名

教育相談
担当係長

　児童福祉司 　２名

　児童相談員 　１名（会年）

相談第二
係長　・
担当係長

　児童福祉司 　８名
（保健福祉局

発達障害担当課長

兼務）

相談第三
係長　・
担当係長

　児童福祉司　 　８名

児童
虐待
対策
担当
課長

相談
第四係長

　児童福祉司

庶務係長 　児童福祉司　 　４名

所長 次長

相談
第一係長

　児童福祉司　 　８名
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① 児童福祉司の体制強化の状況 

区 分 令和4年度 令和5年度 令和6年度 

児童福祉司配置人数 70人 70人 74人 

                

② 民間の活用 

令和２年７月から、夜間の泣き声通告に対する児童の安全確認等、比較的軽度な事案の対

応を民間委託することで、子ども総合センターの職員が重篤な案件に重点的に対応すること

ができるようになりました。 

区 分 令和4年度 令和5年度 令和6年度 

民間委託による訪問調査件数 131件 156件 152件 

 

イ 区役所子ども・家庭相談コーナーの組織・構成 

  比較的軽度な児童虐待通告に対応するとともに、子どもと家庭に関するあらゆる相談を受け、

ひとり親家庭の自立支援、ＤＶ被害者対応、児童虐待等それぞれの相談に応じた支援・対応を行

いました。 

                                 （令和6年１１月１日現在） 

       

小倉北区 ●係長（７名）

小倉南区 ●正規職員（９名、※保育士[９]）

八幡西区 ●相談員（３８名※会計年度任用職員等）

　　 ・子ども家庭相談員(３１名)　・教育相談員(７名)

門司区　・・・３名 門司区　・・・１名

小倉北区・・・６名 小倉北区・・・１名

小倉南区・・・６名 小倉南区・・・１名

戸畑区　・・・３名 戸畑区　・・・１名

若松区　・・・３名 若松区　・・・１名

八幡東区・・・３名 八幡東区・・・１名

八幡西区・・・７名 八幡西区・・・１名

区 長 区 次 長

保健福祉担当部長

保健福祉課長

地域保健係

保健福祉・
相談担当課長

子ども・家庭相談コーナー

健康相談コーナー

こども家庭センター

子ども・家庭相談係

子ども・家庭相談担当係長
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ウ 子ども家庭局子育て支援課の組織 

平成３１年４月、「北九州市子どもを虐待から守る条例」を周知し、児童虐待防止について広報、

啓発するため、子育て支援課に、児童虐待防止担当ラインを設置し、研修、講座の開催、出前講演

の実施、児童虐待防止推進月間の取組など市民向けの広報・啓発等を実施しました。 

 

（２）専門的な職員の育成（第４条第３項、第１０条、第１１条） 

ア 職員研修 

児童虐待対応に携わる専門職員を育成するため、職員研修を実施しました。 

区 分 
令和4年度 令和5年度 令和6年度 

実施回数 実施回数 実施回数 

子ども総合センター職員法律研修 12回 12回 12回 

区職員研修 11回 11回 11回 

 

イ 法定研修 

平成２８年児童福祉法改正により義務付けられた、各種研修を実施又は受講しました。 

区 分 令和4年度 令和5年度 令和6年度 

児童福祉司任用後研修修了人数 18人 24人 21人 

児童福祉司スーパーバイザー研修修了人数 6人 4人 5人 

調整担当者研修修了人数 3人 3人 2人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


